
椎葉村集落支援員募集要項 

 

 椎葉村は過疎化、高齢化により厳しい状況となっていますが、この美しい村

を守るために積極的な取り組みを行っていきたいと考えています。 

そのためには、地域に応じた課題を把握し、その解決を図っていく人材が必

要です。地域を守っていこうという志のある方、やる気と元気にあふれている

方を募集します。 

 

１． 募集人員   

集落支援員 1 名 

 

２． 活動地域 

 椎葉村仲塔地区 

 

３． 業務 

 地区と連携しながら以下の様な、地域の安心・安全の維持、地域の活

性化に繋がる地域支援活動に取り組んで頂きます。 

（主な活動内容） 

（１）地域の巡回・状況調査、ヒアリング、課題の把握及び整理 

（２）地区での協議、課題解決のための活動 

（３）行政等関係機関との連絡調整 

（４）仲塔公民館の事務等の業務支援 

（５）仲塔コミュニティ施設の利用対応・管理 

（６）集落支援員に対する研修会等への参加 

 

４． 募集対象 

次の全ての要件を満たす方とします。 

（１）応募時点で４５歳以下の方で次のすべてに該当する方が対象となりま

す。 

（２）勤務開始時点で椎葉村に住民票があり可能な限り仲塔地区に居住し生活

できる方 

（３）地域住民や関係機関と協力しながら意欲的に活動できる方 

（４）活動に専任できる方 

（５）普通自動車運転免許を有する方（ＭＴ、ＡＴ限定は問いません） 

（６）ワード・エクセルなど基本的なパソコン作業が出来る方 



（７）地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条に規定する欠格条項に

該当せず、心身ともに健康で、誠実に業務を行う事が出来る方 

 

５． 活動時間 

（１）基本的に週５日間、８時３０分～17 時 15 分までの勤務となりますが 

宿泊者対応等により時間帯は変わる可能性があります。 

（２）勤務時間等については、業務内容により変動することがあります。 

（３）年次休暇があります。 

 

６． 雇用形態及び雇用期間 

（１）椎葉村の嘱託職員として、村長が委嘱します。 

（２）雇用期間は、委嘱の日から一年間としますが、活動に取り組む姿勢・成

果等を勘案して年度単位で更新することができます。 

 

７． 報酬及び福利厚生等 

（１）報酬  166,000 円（月額） 

   また、通勤手当が通勤距離に応じて、また期末手当が報酬月額と同額を

１０月と３月にそれぞれ支給されます。        

（２）社会保険（雇用保険、厚生年金、健康保険）に加入します 

（３）業務に関しては公用車をご利用頂きます。 

（４）その他、活動に必要な経費（消耗品購入、研修参加費等）については、

予算の範囲内で村が負担します。 

 

８． 応募手続き 

（１）応募受付期間 

平成 29 年 11 月 15 日（水）午後５時までに必着 

 

（２）応募方法 

椎葉村公式ホームページにて、「集落支援員」応募用紙及び目標レポー

トをダウンロードし、必要事項の記入と、最近 6ヶ月以内に撮影した

写真を所定の処に貼り、下記住所まで郵送してください。 

用紙については椎葉村役場地域振興課でもお渡しできます。 

写真の貼っていないもの、職種の記入のないものは、受け付けられな

い場合がありますので注意してください。 

    なお、提出された書類は返却をいたしません。 

 



（３）申込用紙の提出先  

  〒883-1601  宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良 1762 番地 1 

          椎葉村役場地域振興課 企画グループ 

           「集落支援員」担当 宛 

     ＴＥＬ 0982-67-3203 

 

９． 選考 

以下の項目について審査を行い、総合的に判定を行います。 

（１）書類 

提出いただいたレポートの内容について審査致します。 

（２）面接 

面接を実施し、審査致します。 

面接予定日は平成 29 年 11 月 24 日です。 

詳細な時間は対象者へ個別にお知らせ致します。 

 

１０．その他 

（１）募集に関する質問は、椎葉村公式ホームページのお問い合わせフォー

ム、若しくは下記宛までお電話でお問い合わせ頂きますようお願い致

します。 

問い合わせ先 

椎葉村役場 地域振興課 「集落支援員」担当  

ＴＥＬ ０９８２－６７－３２０３ 


